


 

 

 

 

 

 

 

長与町社会福祉協議会では、長与町第３次地域福祉計画に基づいて 

「長与町第３次地域福祉活動計画」を策定することになりました。 

長与町第３次地域福祉計画は、第２次福祉計画で掲げた基本理念で 

ある「あたたかな絆が結ぶ ながよの幸せづくり」を踏襲し、お互いに

助け合い、一人ひとりが安心して幸せに暮らせるまちの実現を目指して

います。 

これを受けて、本活動計画では、住民やボランティア団体や福祉事業所等が相互に協

力し合い、実現可能な地域支援活動を計画、資料としてまとめ上げ、地域福祉をより充

実・推進させるための方向性を示しました。 

 

令和４年３月 

長与町社会福祉協議会 会長 黒田 義和 
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社会福祉協議会（社協）とは 
社会福祉法（第 109 条）のなかで「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置

づけられており、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを町民の皆様とすすめています。町民

や社会福祉関係者等の参加・協力を得ながら活動することを特長とし、民間としての「自主性」と

広く町民や社会福祉関係者に支えられる「公共性」という二つの側面を併せ持った組織です。 

第１章 はじめに 

１ 計画の策定にあたって 

 

地域福祉とは、誰もが様々な課題を抱えながらも住み慣れた地域で安心して自立した生活が送

れるよう、町民・福祉関係団体・社会福祉協議会・行政等がお互いに支え合い・助け合いながら

課題解決に取り組む考え方です。 

また、地域における多様な生活課題・問題に的確な対応を図る上で、町民や地域で活動してい

る団体等がお互いに支え合い、助け合う取り組みをすすめていくことが必要です。 

長与町社会福祉協議会では、平成 24年３月に「あしたのしあわせをつくろう ながよの絆づく

り」を基本理念として、「長与町地域福祉活動計画」を策定し、地域福祉を推進してきました。 

近年、全国的にすすむ少子高齢化や核家族化、価値観・ライフスタイルの多様化などにより社

会を取り巻く環境が急速に変化するなかで、地域で複雑・複合的な課題を抱える人が増加してき

ています。国においては、複雑化している地域課題の解決に向け、多様な主体が地域づくりに参

加し、世代や分野を超えてつながることで包括的な支援体制を構築する「地域共生社会」の実現

を平成 29 年に掲げ、その具体化に向け、平成 30 年４月に社会福祉法の一部改正を行うなど改革

をすすめています。 

今回新たに策定する「長与町第３次地域福祉活動計画」（以下、「本計画」という。）では、長与

町が策定する「長与町第３次地域福祉計画」の方向性を踏まえながら、長与町における新たな課

題及び社会の潮流や国の動向などを踏まえ、地域福祉をより充実・推進させるための方向性を示

します。 

 

 

２ 地域福祉活動計画とは 

 

「地域福祉活動計画」とは、町民やボランティア団体、福祉事業所等の民間団体が相互に協力

して地域福祉を推進していくことを目的とする民間の活動・行動計画です。 

本計画は、社会福祉法第 109 条において地域福祉の推進役として定められる社会福祉協議会が

中心となって、長与町が策定する地域福祉計画と連携を図りながら策定するものです。 
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３ 計画の期間 

 

本計画は、令和４年度から令和９年度までの６年間を計画期間とします。 

 

 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

地域福祉活動計画 

      

地域福祉計画 

  

 
    

 

 

４ 計画の策定体制 

 

本計画の策定にあたっては、「長与町地域福祉計画推進委員会」や「長与町地域福祉活動計画推

進作業部会」の意見を踏まえ、施策の検討を行い、計画を策定しました。 

また、長与町が策定する「長与町第３次地域福祉計画」と長与町社会福祉協議会が中心となっ

て策定する「長与町第３次地域福祉活動計画」の双方の連携に努めるため、長与町が実施した町

民意識調査や自治会長、民生委員・児童委員、老人クラブ等への調査結果等も本計画の策定に活

用しました。 

 

 

 

  

第３次（本計画） 

 

第３次 
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第２章 地域福祉をめぐる長与町の状況 

１ 地域社会の状況 

（１）人口・世帯の状況 
長与町の人口は、平成 28年度から令和２年度にかけて、減少傾向となっています。 

なかでも、15～64歳の生産年齢人口の減少が著しく、平成28年度から令和２年度にかけて1,710

人減少しています。 

高齢化率は年々上昇しており、令和２年度で 27.1％となっています。 

 

■年齢３区分別人口の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯数は、概ね増加傾向にある一方で、１世帯あたり人員は減少傾向にあり、令和２年で 2.50

人となっています。 

 

■世帯数と１世帯あたり人員の推移 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年度末） 

世帯数（平成 12 年） 
１３，５０５世帯 

世帯数（令和２年） 
１５，９８１世帯 

資料：国勢調査 

13,505

14,906
15,461

16,212 15,981

2.96

2.83

2.71

2.58

2.50

0.00

0.50

1.00
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2.00
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3.50

0
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30,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

世帯 １世帯あたり人員

（世帯） （人）

6,372 6,215 6,008 5,989 5,941

25,756 25,217 24,792 24,417 24,046

10,231
10,488 10,723 10,900 11,134

42,359
41,920 41,523

41,306 41,121

24.2

25.0

25.8
26.4

27.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上） 高齢化率

（人） （％）
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（２）自然動態・社会動態 
長与町の出生数は令和２年度で 355 人となっています。 

自然増減の推移をみると、出生数が死亡数を上回る自然増が続いていましたが、令和２年度に

は自然減に転じています。 

 

■出生数・死亡数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転入数は令和２年度で 1,757 人となっています。 

社会増減の推移をみると、平成 28 年度以降、転出数が転入数を上回る社会減が一貫して続いて

おり、なかでも平成 29年度には、516 人の転出超過となっています。 

 

■転出入の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年度末） 

資料：住民基本台帳（各年度末） 

転入数（令和２年度） 
１，７５７人 

転出数（令和２年度） 
１，９４１人 

社会動態による変化 
－１８４人 

 

出生数（令和２年度） 
３５５人 

死亡数（令和２年度） 
３５６人 

自然動態による変化 
－１人 
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1,791
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1,757

-2,289

-2,307

-2,131 -2,157

-1,941

-159

-516

-413

-232 -184

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

転入 転出 社会増減

（人）
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２ 地域福祉に関する各種アンケート調査 

 

本計画の策定にあたり、町民や地域で活動を行う方の地域福祉に対する考え方や意見を把握し、

計画策定の基礎資料とするため、町民意識調査及び地域福祉に関するアンケート調査を実施しま

した。 

 

■町民意識調査実施概要 
調査対象者 配布数 有効回収数 回収率 

町内在住の 18 歳以上の町民から無作
為抽出 ２，０００ ９３１ ４６．６％ 

 

■地域福祉に関するアンケート調査実施概要 
調査対象者 配布数 有効回収数 回収率 

民生委員・児童委員、自治会長、 
保護司、老人クラブ会長、その他福祉団
体及び関係機関 

１９０ １５０ ７８．９％ 
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３ 長与町地域福祉活動計画推進作業部会 

 

地域福祉活動計画の策定にあたり、既存の制度やサービスでは対応できない困りごとや地域と

の連携、これからの地域づくり等についての意見を把握し、計画策定の基礎資料とするため、日

頃より地域で活動を行う方々を対象とした地域福祉活動計画推進作業部会を実施しました。 

以下、部会で出された意見を分野ごとに取りまとめています。 

 

分野 内容 
 

 

 

 

〇各世代（若年層～お年寄り）への情報発信力の強化が必要。 

〇社会福祉協議会の取り組みが十分に町民に知れ渡っていない。 

〇膨大な情報から自分に必要な情報を得ることの難しさがある。単に

「情報発信すればよい」ということではない。 

〇行政サービスについて、町民にいかに理解してもらえるかが課題。 

〇閉じこもり、高齢者を介護している人、若い人に対して情報発信が

できると良い。 

 

 

 

 

〇他の人に知られたくないという思いがあり、公的なサービス利用に

つながっていないケースがある。 

〇声をあげることができない人、自分からＳＯＳを出せない人をどう

把握するかが課題。 

〇子どものＳＯＳが見えづらい。 

〇支援が必要なのは高齢者に限らず、障がい者、児童にも。重層的な

支援が必要。 

 

 

 

 

〇民生委員・児童委員、福祉員のなり手が少ない。 

〇自治会に加入する世帯数が減少している。 

〇どのようなボランティア活動があるかを知らない町民が多い。行政

としての広報手段等の検討が必要。 

〇大学生等の若い人の参加を促し、ボランティア活動を活発化できる

と良い。 

 

 

 

 

〇相談を受ける人が悩みを抱える人の困りごとを把握し、支援につな

げることが重要。 

〇ワンストップ相談窓口の設置が必要。 

〇誰もが困ったときに気軽に相談できる窓口があると良い。 

〇近くに身よりがいないひとり暮らしの高齢者について、いざという

ときに誰に相談したらいいかわからない。 

 

 

  

情報提供 

支援を必要
とする人 

自治会・地域活動 

相談体制 



7 

 

４ 長与町の地域福祉を取り巻く課題 

 

①近所付き合いの希薄化と地域の支え合い機能の低下 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 

〇近所付き合いの程度について、年

齢別では、18～19歳で「お付き合

いがほとんどない」、20～70 歳代

で「会えばあいさつはするが、そ

れ以上の話はしない」、80 歳以上

で「普段から、親しくお付き合い

をしているお宅がある」が最も高

くなっています。 

〇70 歳以上では「普段から、親しく

お付き合いをしているお宅があ

る」の割合が、他の年齢と比べて

高くなっています。 

  

 

町民意識調査 
若い世代を中心とした近所付き合いの希薄化や、ボランティア等の町民主体

の支え合い活動への関心の低さが課題となっています。 

民生委員・児童委員、自治会長等調査 
活動上の課題について、「新しいメンバーが入らない」、「リーダー（後継者）

が育たない」、「地域活動への若い人の参加が少ない」こと等が挙げられます。 

 

課題を解決するために必要な視点 
〇町民による主体的な地域参画を促す取り組みや地域活動の担い手育成が必

要です。 

〇町内の学校と連携した福祉教育の実施等によって、若い世代の福祉意識を

醸成することが重要です。 

18.2 

16.7 

14.9 

23.7 

19.1 

23.5 

38.2 

40.6 

0.0 

4.8 

4.6 

5.9 

5.7 

7.2 

8.6 

7.0 

36.4 

61.9 

67.8 

61.0 

63.8 

59.0 

44.5 

35.2 

45.5 

14.3 

10.3 

8.5 

8.5 

6.0 

4.5 

6.3 

0.0 

2.4 

2.3 

0.8 

2.8 

4.2 

4.1 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳（n=11）

20歳代（n=42）

30歳代（n=87）

40歳代（n=118）

50歳代（n=141）

60歳代（n=166）

70歳代（n=220）

80歳以上（n=128）

普段から、親しくお付き合いをしているお宅がある

困ったとき（病気、悩み等）に、お付き合いをしているお宅がある

会えばあいさつはするが、それ以上の話はしない

お付き合いがほとんどない

不明・無回答
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町民意識調査 

〇ボランティア活動や町民の支え合

い活動への興味・関心について、

18歳～40歳代にかけては、年齢が

上がるにつれて『ある』（「大いに

ある」「ある」「ある程度ある」の合

計）が高くなっています。 

 

 

 

 

 
 
民生委員・児童委員、自治会長等調査 

〇活動を行う上で、困っていること

について、「新しいメンバーが入ら

ない」（46.7％）、「リーダー（後継

者）が育たない」（36.0％）、「支援

を必要とする人の情報が得にく

い」（33.3％）の順で高くなってい

ます。 

 

 

 

 

民生委員・児童委員、自治会長等調査 

〇普段の活動のなかで感じる地域の

問題点や地域の人々から聞く日常

の困りごとについて、「地域に関心

のない人が多いこと」（78.0％）、

「近所付き合いが減っているこ

と」（62.7％）、「地域活動への若い

人の参加が少ないこと」（60.7％）

の順で高くなっています。 

 

 

  

22.0 

46.7 

36.0 

19.3 

8.0 

33.3 

20.0 

7.3 

10.7 

8.0 

6.0 

18.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

活動のマンネリ化

新しいメンバーが入らない

リーダー（後継者）が育たない

住民に情報発信する場や機会が乏しい

人々のニーズに合った活動ができていない

支援を必要とする人の情報が得にくい

他の団体と交流する機会が乏しい

活動の場所（拠点）の確保が難しい

活動資金が足りない

その他

特になし

不明・無回答

n=150

62.7 

14.0 

2.7 

3.3 

78.0 

60.7 

42.0 

8.7 

3.3 

1.3 

0% 30% 60% 90%

近所付き合いが減っていること

自治会行事等に参加しにくい

雰囲気があること

ひとり親家庭、障がい者

（児）家庭等への偏見があること

他人に干渉されプライバシー

が守られていないこと

地域に関心のない人が多いこと

地域活動への若い人の参加が

少ないこと

地域での交流機会が少ないこと

その他

特になし

不明・無回答

n=150

9.1 

4.8 

4.6 

2.5 

0.7 

4.8 

1.8 

2.3 

18.2 

4.8 

10.3 

10.2 

14.9 

12.7 

15.5 

10.9 

9.1 

33.3 

34.5 

40.7 

34.0 

31.9 

30.0 

11.7 

18.2 

21.4 

24.1 

18.6 

23.4 

18.1 

16.8 

14.1 

45.5 

33.3 

24.1 

26.3 

22.0 

28.3 

30.0 

50.8 

0.0 

2.4 

2.3 

1.7 

5.0 

4.2 

5.9 

10.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳（n=11）

20歳代（n=42）

30歳代（n=87）

40歳代（n=118）

50歳代（n=141）

60歳代（n=166）

70歳代（n=220）

80歳以上（n=128）

大いにある ある ある程度ある

あまりない ない 不明・無回答
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②潜在的な課題の発見と相談体制の整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 

民生委員・児童委員、自治会長等調査 

〇これから特に支援が必要だと思う対象について、町民意識調査、民生委員・児童委員、自治会

長等調査ともに、「ひとり暮らし高齢者」、「高齢者のみの世帯」、「高齢者や障がい者を介護して

いる人」の順で高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 
民生委員・児童委員、自治会長等調査 
地域のなかで、特に支援が必要だと思う人、既存の福祉サービスでは対応が困

難な課題を抱えている人について、「ひとり暮らし高齢者」、「高齢者のみの世

帯」、「高齢者や障がい者を介護している人」の割合が高くなっています。 

 

課題を解決するために必要な視点 
〇行政・地域・関係機関等の連携のもと、支援が必要な人に対して適切な情報が

提供できる体制の構築や身近なところでの相談体制の充実が求められます。 

〇複雑・複合化する課題を抱える人を適切な支援につなげる取り組みが必要

です。 

58.4 

47.9 

28.1 

33.2 

21.9 

24.0 

37.9 

16.1 

15.4 

5.6 

3.0 

9.2 

70.0 

58.7 

13.3 

34.7 

12.7 

14.7 

38.7 

14.0 

7.3 

0.0 

2.0 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

ひとり暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

障がい者

認知症高齢者

ひとり親家庭

子育て中の家庭

高齢者や障がい者を介護している人

不登校、ひきこもり

低所得者

外国人住民

その他

不明・無回答

住民意識調査（n=931)

民生委員・児童委員、自治会長等調査（n=150）
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民生委員・児童委員、自治会長等調査 

〇既存の公的な福祉サービスでは解決できずに困っている問題に関わる人について、「ひとり暮ら

し高齢者」（44.0％）、「高齢者のみの世帯」、「高齢者や障がい者を介護している人」（32.0％）

の順で高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員、自治会長等調査 

〇地域における助け合い・支え合い活動を活発にするために重要だと思うことについて、「ボラン

ティアリーダーや助け合い・支え合い活動に携わる人の養成」とともに、「困っている人や助け

合いの場、組織についての情報提供の充実」や「活動の意義と重要性の周知」が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

  

44.0 

32.0 

4.0 

24.0 

0.0 

4.0 

32.0 

20.0 

12.0 

0.0 

8.0 

8.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ひとり暮らし高齢者

高齢者のみの世帯

障がい者

認知症高齢者

ひとり親家庭

子育て中の家庭

高齢者や障がい者を介護している人

不登校、ひきこもり

低所得者

外国人住民

その他

不明・無回答

n=25

34.0 

16.7 

26.7 

36.7 

20.7 

30.7 

35.3 

12.7 

23.3 

4.0 

4.0 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40%

活動の意義と重要性の周知

地域でボランティアなどの

活動の拠点となる場の整備

活動の活動費・運営費等の資金的な援助

ボランティアリーダーや助け合い・

支え合い活動に携わる人の養成

活動の相談・指導体制の充実

困っている人と支援できる

人との調整を図る人材の育成

困っている人や助け合いの場、

組織についての情報提供の充実

ボランティア活動の方法等に関する研修

学校教育や社会教育での福祉教育の充実

その他

特になし

不明・無回答

n=150
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③生活支援体制の充実 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 

〇今後の成年後見制度の利用について、「利用したい」が 25.9％、「利用するつもりはない」が

23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 

〇成年後見制度を「利用するつもりはない」理由について、「制度の利用に不安を感じるから」

（22.3％）が３番目に高くなっています。 

 

 

 

  

 

町民意識調査 
「ひとり暮らし高齢者」、「高齢者のみの世帯」など、支援を必要とする人が増

加するなか、地域福祉のさらなる推進のため「わかりやすい情報提供」や「交

通手段の確保」が求められています。また、様々な福祉サービスの充実ととも

に、誰もが地域で自立した生活を送れるよう、成年後見制度等の制度の周知や

充実が必要となります。 

 

課題を解決するために必要な視点 
〇誰もが住み慣れた地域で安全・安心に生活を送れるよう、バリアフリー化の

推進が必要です。 

〇成年後見制度について、制度の利用にかかる不安の払拭のためのわかりや

すい情報提供が求められます。 

※回答の上位５項目を抜粋 

25.9 23.1 49.6 1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

n=931

利用したい 利用するつもりはない わからない 不明・無回答

14.0 

54.9 

9.3 

22.3 

33.5 

0% 20% 40% 60%

制度をよく知らないから

利用する必要がなさそうだから

手続きが難しそうだから

制度の利用に不安を感じるから

成年後見人であっても他人に財産等

個人的なことに関わってほしくないから

n=215
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町民意識調査 
〇地域福祉のさらなる推進のため、今後重要だと思う取り組みについて、「わかりやすい情報提供」

（37.6％）、「交通手段の確保」（23.8％）、「福祉サービスの質の向上」（19.0％）の順で高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.7 

15.5 

5.4 

14.6 

13.3 

10.4 

37.6 

11.1 

7.6 

6.6 

19.0 

10.3 

3.3 

14.6 

11.5 

23.8 

14.3 

16.6 

0.6 

1.2 

2.7 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40%

福祉教育の充実

福祉活動を行う人材の発掘

福祉活動を行う場所の発掘

住民同士の交流の場づくり

地域内の支え合い活動の促進

地域内の連携体制づくり

わかりやすい情報提供

分野を横断して相談できる体制の充実

課題を抱える人を見つける仕組みづくり

福祉サービスの狭間を埋める仕組みづくり

福祉サービスの質の向上

多様な福祉サービス提供事業者の育成

成年後見制度などの権利擁護の推進

防災対策の充実

防犯対策の充実

交通手段の確保

高齢者や障がいのある人の就労支援

生活困窮者への支援

犯罪をした者等の社会復帰支援

その他

特になし

不明・無回答

n=931
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④社会福祉協議会に期待する役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 
〇長与町社会福祉協議会の認知度について、年齢別では、すべての年齢において「社会福祉協議

会という名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない」が最も高く、概ね年齢

が上がるにつれて「社会福祉協議会の名称も、その活動内容も知っている」の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

町民意識調査 
社会福祉協議会の認知度について、どの年代においても「社会福祉協議会とい

う名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない」が最も高く

なっています。また、社会福祉協議会の活動内容について、「身近な場所での

相談窓口（心配ごと相談、無料法律相談）」を知っている割合がおよそ半数と

なっており、支援を求める人への身近な相談窓口の周知が求められます。 

 

課題を解決するために必要な視点 
〇社協だよりやホームページ等を活用しながら、町民にとっての身近な相談

窓口の周知を図ることが必要です。 

〇町民の抱える複雑・多様化した課題を適切な支援につなげるため、行政や民

生委員・児童委員等と連携を図りながら、相談機能を充実していくことが求

められます。 

0.0 

11.9 

21.8 

19.5 

24.1 

27.7 

30.0 

30.5 

54.5 

50.0 

55.2 

62.7 

66.7 

61.4 

61.4 

58.6 

45.5 

38.1 

23.0 

16.9 

8.5 

9.6 

7.3 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.7 

1.2 

1.4 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳（n=11）

20歳代（n=42）

30歳代（n=87）

40歳代（n=118）

50歳代（n=141）

60歳代（n=166）

70歳代（n=220）

80歳以上（n=128）

社会福祉協議会の名称も、その活動内容も知っている

社会福祉協議会という名称は聞いたことがあるが、その活動内容はあまり知らない

社会福祉協議会の名称も、その活動内容も知らない

不明・無回答
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町民意識調査 
〇知っている長与町社会福祉協議会の活動について、「福祉に関する情報発信・収集（社協だより

「ぬくもり」、ホームページ等）」（66.7％）、「赤い羽根共同募金運動」（64.6％）、「障がい者の

支援（放課後等デイサービス「くれよん」、相談支援「ぬくもり」、移動支援、ヘルパー、就労継

続支援Ｂ型等）」（64.1％）の順で高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民意識調査 
〇今後、長与町社会福祉協議会に期待する分野の役割について、「高齢者の支援（コミュニティカ

フェ等）」（42.1％）、「身近な場所での相談窓口（心配ごと相談、無料法律相談）」（41.8％）、「子

ども、児童の支援（「夏勉・冬勉」子どもの居場所づくり、フードバンク、ファミリーサポート

センター等）」（36.2％）の順で高くなっています。 

 

 

 

  

※回答の上位５項目を抜粋 

※回答の上位５項目を抜粋 

58.6 

64.1 

66.7 

49.8 

64.6 

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者の支援（コミュニティカフェ等）

障がい者の支援（放課後等デイサービス

「くれよん」、相談支援「ぬくもり」、

移動支援、ヘルパー、就労継続支援Ｂ型等）

福祉に関する情報発信・収集

（社協だより「ぬくもり」、ホームページ等）

身近な場所での相談窓口

（心配ごと相談、無料法律相談）

赤い羽根共同募金運動

n=237

42.1 

33.0 

34.7 

36.2 

41.8 

0% 20% 40% 60%

高齢者の支援（コミュニティカフェ等）

地域福祉活動への支援（高齢者等見守り活動、

有償ボランティア「ちょいさぽ、ねこの手ポイ

ント」、生活支援コーディネーター等）

障がい者の支援（放課後等デイサービス

「くれよん」、相談支援「ぬくもり」、

移動支援、ヘルパー、就労継続支援Ｂ型等）

子ども、児童の支援（「夏勉・冬勉」

子どもの居場所づくり、フードバンク、

ファミリーサポートセンター等）

身近な場所での相談窓口

（心配ごと相談、無料法律相談）

n=931
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

あたたかな絆が結ぶ ながよの幸せづくり 

 

全国的に少子高齢化がすすみ、世帯や家族のあり方が大きく変化しているなかで、長与町にお

いても単身世帯の増加や地域におけるつながりの希薄化等を背景に、複雑・多様化した様々な課

題が発生しています。 

こうした状況のなか、誰もが住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしていくためには、

引き続き、町民をはじめとする多様な主体がつながり、絆を育みながら、お互いに支え合う関係

を築くことが重要です。 

そのため、第２次地域福祉計画で掲げた基本理念である「あたたかな絆が結ぶ ながよの幸せ

づくり」を踏襲し、今後も町民同士があたたかな絆を結びながら、お互いに助け合い、一人ひと

りが安心して幸せに暮らせるまちの実現を目指します。 
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２ 基本目標 

 

基本理念の実現に向けた本計画の基本目標として、以下の３つの柱を設定します。 

 

基本目標１ 共に協力しあい、地域の支え合いを推進する 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境をつくる 

 

 

 

 

 

 

  

福祉サービスに関する情報提供、相談支援体制を充実させ、

誰もがサービスを利用しやすい仕組みづくりをすすめます。ま

た、既存の公的な福祉サービスでは対応が困難な課題に対し、

各関連機関と連携し、包括的な支援体制の構築を図ります。 

地域で活躍する団体の活動を支援し、町民が福祉活動に参加

しやすいきっかけづくりをすすめます。また、団体の活動や取

り組みに関する情報を周知し、人と人、人と地域のつながりの

ある福祉の基盤づくりをすすめます。 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが安心して暮らせる地

域づくりを推進するため、生活環境の充実を図るとともに、防

災や権利擁護の観点から町民の命や人権を守るための取り組み

をすすめます。 
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３ 施策の体系 

 

基本 
目標 方針 取り組み 

１ 

共
に
協
力
し
あ
い
	
地
域
の 

支
え
合
い
を
推
進
す
る 

（１）地域コミュニティの形成と 
地域の支え合いの場の充実 町民主体の地域活動の推進 

（２）地域福祉活動の担い手づくり 地域福祉リーダーやボランティアの育成 

（３）地域と行政の関係の強化 関係機関との連携の強化 

（４）福祉意識の醸成 地域や学校における福祉教育の充実 

     

２ 

福
祉
サ
�
ビ
ス
を
利
用 

 
 

し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る 

（１）相談体制の充実 身近な相談体制の整備 

（２）生活に必要な多様なサービスづくり 福祉サービスの充実 

（３）情報提供の充実 わかりやすい情報提供 

     

 

３ 

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る 

 
 
 

環
境
を
つ
く
る 

（１）生活環境の整備 バリアフリー化の推進 

（２）生活困窮者への支援体制の充実 生活困窮者の自立支援の推進 

（３）虐待防止のための支援の強化 虐待やＤＶの未然防止に向けた啓発 

（４）防犯体制の充実 防犯啓発 

（５）防災体制の充実 災害から命を守るための支え合いの促進 

（６）権利擁護 権利擁護に向けた取り組みの推進 
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第４章 地域福祉の展開 

１ 共に協力しあい、地域の支え合いを推進する 

 

（１）地域コミュニティの形成と地域の支え合いの場の充実 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査、民生委員・児童委員等を対象としたアンケート調査では、「近所との交流が少な

い」、「世代間の交流が少ない」といったことが課題として挙げられています。また、地域福祉の

実現のために必要なこととして、「できるだけ地域のできごとに興味・関心を持つ」、「地域での交

流機会を増やすこと」、「自治会等の活動に参加しやすい雰囲気づくり」が多く回答されています。 

町民の主体的な地域参画を促すため、自治会、地区コミュニティ活動の活性化のための支援や

ボランティア、地域の支え合い活動の推進を図ります。また、誰もが地域で孤立することがない

よう、見守り活動や地域の活動拠点の整備を強化するとともに、地域での交流を活性化すること

が求められます。 

 

活動方針  
①広報・啓発活動 
町社協情報誌「ぬくもり」やホームページ等を活用し、町民や自治会、各種団体等が開催する

地域活動や地域行事の周知を図ります。 

 

 

●地域コミュニティが町民相互支援として機能するために、地域共生社会の考え方と取り組みを、

様々な機会をとらえて説明していきます。 

●社協だより「ぬくもり」やホームページ等を活用し、地域や行政区で行われている活動や行事

について広く紹介します。 

 

②生活支援体制整備事業 
高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続していくために必要となる、多様な主体による生活

支援・介護予防サービスの提供体制を構築します。 

 

 

●町民参加による町民相互の支援体制を整備していくために、地域共生社会への取り組みや具体

的な地域福祉の取り組みと、介護保険で行われる生活支援体制整備事業の連携を図ります。 

●支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、サービスを提供する事業主体と連携しな

がら支援体制の充実・強化を図ります。 

●支えあい「ながよ」第２層協議体の立ち上げを支援します。 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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③地域支え合い体制づくり 
町、町民組織、ＮＰＯ、事業者、団体等との協働（新しい公共

＊

）により､見守り活動チーム等

の人材育成､地域資源を活用したネットワークの整備など､日常的な支え合い活動の体制づくりを

推進します｡ 

＊

新しい公共とは…行政だけが公共の役割を担うのではなく、町民、企業等が公共の担い手の当事

者としての自覚と責任をもって活動すること。 

 

 

●地域共生社会の理解と町民参加のあり方について、会合や地域活動の場で説明し、理解を深め

てもらうための取り組みを行います。 

●地域福祉懇談会や福祉講座等の会合、地域で開かれるボランティア活動、サロン、カフェなど

の支援活動でのなかで、福祉員による見守り活動を紹介し、見守り活動の浸透を図ります。 

 

④ボランティアセンター 
町民参加による福祉のまちづくりをすすめるためには、地域共生社会の理解を広め、町民相互

の支え合い活動を具体的な活動として実践する必要があります。そのため、地域福祉の理解を深

める取り組みと活動支援を行っていきます。 

また、ボランティアの登録から活動まで円滑につながるよう、ボランティアセンターの周知と

ともに、関係機関との連携を図りながら機能の拡充に取り組みます。 

 

 

●町民参加による地域福祉をすすめるための取り組みとして、地域共生社会や町民相互による生

活支援の重要性について、懇談会や福祉教育の場で理解を深める取り組みを行います。 

●ボランティア活動を行う人とボランティアを受けたい人との橋渡しを行うだけでなく、ボラン

ティアグループの運営支援やボランティア講座を実施します。 

●地域で必要とされる支援サービスを町民参加型在宅福祉サービスも含め、検討、実施に向けた

取り組みを行います。 

 

⑤見守り活動地区支援事業 
自治会や活動団体で行われている見守り活動や福祉活動に対する継続的な支援を行います。ま

た、新たな見守り活動の積極的な支援を行います。 

 

 

●定例会への参加や継続的な支援を行い、安定した取り組みとなるよう支援します。 

●見守り活動未実施の自治会等に働きかけ、見守り活動を推進します。 

●地域で行う福祉活動の組織立ち上げを支援し、推進していきます。 

 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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⑥高齢者福祉事業 
高齢者になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、本人・家族が孤立しない環

境づくりや、みんなで支え合う取り組みをすすめます。 

 

 

●ひとり暮らし高齢者の集い「エンジョイデー」を民生委員・児童委員と共同開催し、地域での

交流の機会を設けます。 

●高齢者福祉団体の活動を支援します。 

●終活勉強会を開催し、相続、保険、遺言等の心配事に関して、対話形式による勉強会を開催します。 

●誰もが気軽に立ち寄れる「コミュニティカフェ」や、認知症の人及びその家族の情報交換の場

となる「認知症カフェ」を定期的に開催します。 

 

⑦介護者支援事業 
家族を介護している人の負担を軽減するための集いの場や行事を開催します。 

 

 

●家族を介護している人が集い、介護に関する不安や悩みを話し合う場「認知症介護者リフレッ

シュの集い」を開催します。 

●介護保険や福祉制度に関する学習の場「なるほど介護学習会」を開催します。 

 

⑧介護予防事業 
地域で健康づくり・介護予防を図るための取り組みを促進します。 

 

 

●運動不足・閉じこもり・認知症等を予防し、生涯いきいきと自立した生活を送るための集いの

場「めだか８５」を開催します。  

●高齢者の積極的な社会参加（ボランティア等） を促し、生きがいづくりや介護予防のための「介

護予防サポーターポイント制度」に取り組みます。 

 

⑨福祉サービス利用者の社会参加促進 
長与町社会福祉協議会では、「引きこもり・ニート」など福祉サービスの利用者の社会参加に向

けた取り組みを行っています。生活困窮者自立支援事業と連携し、ボランティアとしての参加や

同じ立場の方々の集まる場の提供など地域社会と関連した支援を行っています。 

今後も引き続き、福祉当事者の社会参加を町民参加の視点で支援していきます。 

 

 

●ボランティアセンターが行っている、町民参加型福祉サービスや様々なボランティア活動など

社会活動として個別に参加できる取り組みの活動支援を行います。 

●引きこもり・ニートなど社会的に孤立している方が集える場や参加できる取り組みを実施します。 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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⑩長与町福祉のまちづくり協議会の開催 
長与町福祉のまちづくり協議会を開催し、民間団体を中心にまちづくりとして地域福祉、防災

等の町内における新たな支援に取り組んでいきます。 

 

 

●民間団体、ＮＰＯ、ボランティア団体等と連携を図ることで、支援体制の整備をすすめます。 

●町内で取り組む支援に関し、団体間での役割分担を行うことで、効率的な支援を目指します。 

●各団体が関連する組織への連携や支援体制を共通理解し、団体間の連携を図っていきます。 

 

（２）地域福祉活動の担い手づくり 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査では、ボランティア活動や町民の支え合い活動への興味・関心について、『ある』

（「大いにある」「ある」「ある程度ある」の合計）と回答した人の割合が 45.5％となっています。 

民生委員・児童委員等を対象としたアンケート調査では、活動を行う上での困りごとについて、

「新しいメンバーが入らない」（46.7％）、「リーダー（後継者）が育たない」（36.0％）の割合が高

くなっています。 

ボランティア活動や町民の支え合い活動を推進するため、活動に関するわかりやすい情報発信

とともに、誰もが活動に参加しやすいきっかけづくりが必要です。 

 

 

活動方針  
①町民参加をすすめる取り組み 
安心安全な地域社会を実現するためには、町民参加による相互支援が必要不可欠です。そのた

め、町民ができる範囲で社会参加できるよう、様々なかたちで取り組みを行います。 

また、ボランティアセンターにおける各種相談を、ボランティア、ＮＰＯ、企業などの関係機

関と連携して行い、町民参加をすすめます。 

 

 

●福祉に関する懇談会や講習会を開催し、町民が活動に参加するきっかけづくりに取り組みます。 

●声かけ見守り活動（福祉員）、サロン、自治会、ＮＰＯ、ボランティア、町民参加型福祉サービ

ス（有償ボランティア）など様々な場面で町民参加が行われていることを町民に発信するため、

広報活動や情報提供を行います。 

●障がい者への情報提供支援として、町民参加により行われている、手話、要約筆記、音訳の必

要性を周知するとともに、活動支援を行います。 

 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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（３）地域と行政の関係の強化 
取り組みの方向性 
 

地域で町民が抱える課題が複雑・多様化していくなかで、課題を抱える人を適切な支援につな

ぐためには、これまでの分野ごとの縦割りによる支援だけでなく、高齢者福祉、障がい者福祉、

生活困窮、子育て支援、医療等の分野を横断した包括的な支援が必要です。 

そのため、支援を必要とする人を適切な支援へとつなげられるよう、行政や社会福祉協議会、

自治会やコミュニティ、民生委員・児童委員、各種福祉団体、地域などが連携を行うための支え

合う体制の構築を図ります。 

 

 

活動方針  
①関係機関との連携強化と情報共有 
地域社会での福祉ニーズ把握や総合相談としての分野間の連携、相談から支援への手続き等、

情報の共有を図ることで町民へのスムーズな支援を実現していきます。 

 

 

●福祉制度や福祉サービスの利用者支援に関し、社会福祉協議会内で、行政や関係機関に提供で

きる情報の共有を図ります。 

●生活支援体制整備事業で対象となる事業内容や関連団体との地域福祉での連携を図ります。 

●重層的な相談支援体制の実現のため、ワンストップの相談窓口を設置し、相談者がスムーズに

福祉制度を利用できるよう、行政との連携を強化します。 

 

②専門的な相談機関との連携 
社会資源としての福祉施設や事業者との連携を図ることで、地域での支援内容を充実させてい

きます。また、災害支援などの緊急な支援に対しても対応できる支援体制の構築に向けた取り組みを行

います。 

 

 

●社会福祉協議会が行う、高齢者、障がい者、生活困窮者支援等の事業と福祉施設、民間事業者

との連携を図ります。 

●民間事業者と協働で行う介護予防等の事業に対する協力機関の拡充を図ります。 

 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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（４）福祉意識の醸成 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査では、障がいのある人たちが住みよい町をつくるために、今後重要だと思う取り

組みについて、「障がいのある人に対する理解の促進」が２番目に高くなっています。 

民生委員・児童委員等を対象としたアンケート調査では、町民相互の助け合いに対する意識に

ついて、『高い』（「高い」「どちらかといえば高い」の合計）が、50.0％となっています。 

地域の支え合いや、認知症、障がいに対する理解の促進を図るため、広報や講座等を通じた福

祉意識の醸成を図るとともに、将来の地域福祉の担い手となる子どもたちに対し、学校等と連携

を図りながら福祉教育を行います。 

 

 

活動方針  
①地域共生社会と町民参加 

 地域共生社会の理解に向けた取り組みとして、地域福祉懇談会や福祉講座、サロン、カフェな

どの様々な機会をとらえて、地域共生社会の考え方や具体的な支援活動を紹介していきます。 

 

 

●地域福祉懇談会や福祉講座等で町民参加による町民相互の支援活動の考え方や活動内容を紹介

します。 

●福祉マップづくり、避難行動要支援者への対応など関連する取り組みを合わせて説明します。 

 

②学校における福祉教育支援 
 町内の小・中学生を対象に、地域共生社会、高齢者、障がい者等への理解を深めるための福祉

教育を推進します。 

 

 

●町内の小中学校において、ボランティア団体、福祉施設等と連携を図りながら、車いす体験や

点字講習等を通じた福祉教育を行います。 

●高齢者や障がい者との交流を図り、理解を深めるとともに、バリアフリーやユニバーサルデザ

インの理解につなげていきます。 

 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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２ 福祉サービスを利用しやすい環境をつくる 

 

（１）相談体制の充実 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査では、今後、社会福祉協議会に期待する分野の役割について「身近な場所での相

談窓口（心配ごと相談、無料法律相談）」が２番目に高くなっています。 

地域福祉活動計画推進作業部会では、自分からＳＯＳを出すことができない人をどのように把

握し、支援につなげていくかが課題、という意見がありました。 

悩みを抱える町民が一人で孤立することがないよう、町民に身近なところでの相談窓口の周知

とともに、複雑・多様化する生活課題を包括的に受け止めるための相談体制の充実が求められま

す。 

 

活動方針  
①心配ごと相談事業 
町民に身近な相談窓口として、複雑・多様化する町民の福祉ニーズを受け止めるとともに、関

係機関との連携を図り、困りごとを抱える人を適切な支援につなげます。 

 

 

●心配ごと相談所では、相続、離婚、土地、家屋、金銭貸借等の日常生活上のあらゆる心配ごと

の相談を受け付けます。 

●月に一度、弁護士による無料法律相談を開催します。 

 

②相談・連携機能の充実 
地域において、従来の相談支援では対応が困難な多様で複合的な困りごとや、制度の狭間の課

題を抱える人が増加しているなかで、町民の抱える困りごとを包括的に受け止める相談支援体制

の整備が必要です。 

 

 

●高齢者（介護保険）、障がい者（障害者総合支援）、児童（障がい児含む）、生活困窮者への社協

内での相談・支援における連携強化を図ることで、重層的支援体制における相談支援体制の実

現に向けた取り組みを強化します。 

●相談から支援までの総合的な対応を行うために、行政や関係機関との連携を図ります。 

●民生委員・児童委員、福祉員等の連携を推進し、複合的な課題や制度の狭間の問題を抱える町

民に対して、包括的な支援を推進します。 

●相談機関や支援機関等に関する情報提供を行います。 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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（２）生活に必要な多様なサービスづくり 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査では、子どもたちやその家族が住みよい町をつくるために、今後重要だと思う取

り組みについて、「安心して出産や育児ができる母子保健や医療サービスの充実」が２番目に高く

なっています。 

民生委員・児童委員等を対象としたアンケート調査では、既存の公的な福祉サービスでは解決

が困難な問題に関わる人について、「ひとり暮らし高齢者」（44.0％）、「高齢者のみの世帯」「高齢

者や障がい者を介護している人」（32.0％）、「認知症高齢者」（24.0％）の順で高くなっています。 

町民の抱える複雑・多様化した課題に応じた多様なサービスの展開とともに、関連機関と連携

を図りながら、町民に適切なサービスを提供できる体制づくりをすすめることが重要です。 

 

 

活動方針  
①児童福祉事業 
子どもたちの居場所づくりに取り組みます。 

 

 

●夏季、冬季の長期休み期間中、小中学生向けの自主学習の場を提供します。 

 

②在宅福祉事業 
在宅生活を行う上での様々な困難に対し、自立した生活を送ることができるよう支援し、身体

的・精神的な負担の軽減を図ります。また、地域のなかで本人及びその家族が孤立しない環境づ

くりを行います。 

 

 

●通帳・印鑑・鍵預かり事業として、通帳や印鑑、鍵等の管理が不安な人や、お手伝いをする親

族が近くにいない人等に対し、契約のもと保管します。 

●町民のニーズに沿った新たな支援サービスを実施できる体制をつくります。 

 

③ファミリーサポートセンター事業 
子ども連れでの外出等が困難な保護者に対し、子どものお世話を一時的に有料で行う「ファミ

リーサポートセンター」の充実を図ります。 

 

 

●子育てのお手伝いをしてほしい人（利用会員）と、お手伝いをする人（協力会員）を仲介しま

す。 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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④日常生活自立支援事業 
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のなかで判断能力が不十分な人の権利を擁護す

ることを目的に、利用者が自立した地域生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助を行います。 

 

 

●福祉サービスの利用援助や日常生活の金銭管理、利用者の重要書類の保管等を行います。 

 

⑤町民参加型在宅福祉サービスの充実 
福祉制度では対応できない在宅福祉サービス（家事援助等）を有償サービスとして行う、「ちょ

いさぽ」などの町民参加による支援サービスを拡充していきます。 

 

 

●町民参加をすすめ、支援者を増やすための取り組みを行います。 

●多様な支援活動を行うために、様々な技術を持った町民の登録をすすめます。 

 

⑥生活支援体制整備事業との連携 
介護保険で求められている町民参加による訪問介護、通所介護等に関する支援に対し、組織化

と支援に関する協力を行います。 

 

 

●生活支援体制整備事業の進展に伴い、運営についての支援を行います。 

●町民参加型在宅福祉サービスや他団体における生活支援サービスとの連携を図ります。 

 

⑦医療機関との連携 
町民の自立した生活を支援するために、様々な場面で医療機関との連携を図り、サービスにつ

なげていきます。 

 

 

●地域医療や地域リハビリテーションの理解を広げるために、講座やサロンなどの場で、説明の

機会を設けます。 

●在宅で生活を送る高齢者や障がい者に対して、必要な支援サービスが受けられるように、医療

関係者からコメント、アドバイスを受けられるよう、連携を図ります。 

 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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（３）情報提供の充実 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査では、地域福祉のさらなる推進のため、今後重要だと思う取り組みについて、「わ

かりやすい情報提供」が最も高くなっています。 

民生委員・児童委員等を対象としたアンケート調査では、地域における助け合い・支え合い活

動を活発にするために重要だと思うことについて、「困っている人や助け合いの場、組織について

の情報提供の充実」が２番目、「活動の意義と重要性の周知」が３番目に高くなっています。 

地域福祉活動計画推進作業部会では、若年層からお年寄りまでの各世代への情報発信力の強化

が必要、という意見や、膨大な情報から自分に必要な情報を得るのは難しく、単に「情報発信を

すれば良い」ということではない、という意見がありました。 

福祉サービスを必要とする人のもとへ適切に情報が行き渡るよう、情報の受け手に即した情報

発信をすすめるとともに、身近な相談窓口の周知を図ります。 

 

 

活動方針  
①広報・啓発活動 
町社協情報誌「ぬくもり」の発行や、ホームページ等でボランティア情報誌「ぴーぷる」を発

信し、福祉制度やサービスに関する情報をわかりやすく提供します。 

 

 

●社協だより「ぬくもり」を発行し、社会福祉協議会の事業・活動を広く周知します。 

●ホームページを活用し、福祉活動（ボランティア等）や福祉サービスに関する様々な情報を発

信します。 

●ＳＮＳを使った情報発信に取り組みます。 

 

②声の広報等発行事業 
福祉に関する情報の入手が困難と思われる人には、相手の状況に応じて、きめ細かい情報提供

を行います。 

 

 

●視覚障がい者が社会生活上必要な地域の情報を取得できるよう、広報等をＣＤで発行すること

により、視覚障がい者の福祉の増進を図ります。 

 

 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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３ 誰もが安心して暮らせる環境をつくる 

 

（１）生活環境の整備 
取り組みの方向性 
 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、あら

ゆる人の社会参加を阻む様々な障壁を取り除くことが大切です。 

長与町においても、誰もが住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、町民の日常生活を送

る上での様々な障壁を取り除くためのバリアフリー化の推進を図ります。 

 

 

活動方針  
①福祉用具の貸し出し 
日常生活の暮らしを支えるお手伝いとして、一定期間、町民に無料で福祉用具の貸し出しを行

います。 

 

 

●歩行が困難な方の社会参加を促すために、一時的に車いす等の介護用品の利用ができるように

貸し出しを行っています。また、介護用品（車いす、シャワーチェア、杖など）の購入にあたっ

ての使用確認のためにもご利用いただいています。 

 

②バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 
誰もが快適に生活できるまちにしていくために、バリアフリーやユニバーサルデザインの普及・

啓発を行います。 

 

 

●町内の小中学校における福祉体験学習のなかで、ユニバーサルデザインの周知を図ります。 

 

③地域の福祉力を高める取り組み 
地域福祉を支える生活環境を整えていくために、町民に向け、地域共生社会、町民参加の必要

性を説明していきます。 

 

 

●地域共生社会での町民参加の大切さや、町民相互の支援が安全安心な生活環境をつくることを

町民に伝えていくために、講座や講習会などで説明していきます。 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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（２）生活困窮者への支援体制の充実 
取り組みの方向性 
 

地域福祉活動計画推進作業部会では、生活困窮者について、身近にいないというよりも存在が

知られていないのではないか、という意見や、生活困窮者支援の充実の前に掘り起こしが重要、

という意見がありました。 

生活困窮者は年代を問わずに存在し、「見えにくい課題」となることから、関係機関や関係各課

等との連携を通じた連絡体制により、早期に発見・把握し、適切な支援につなげることが重要で

す。 

そのため、本人の自立や社会参加に向けて、「生活困窮者自立支援法」に基づく各種支援を実施

し、関係機関・他制度、多様な主体による支援を行います。 

 

 

活動方針  
①生活困窮者等への自立に向けた支援 
生活困窮者等が地域の一員として、自立した生活が送れるよう支援を行います。 

 

 

●福祉資金貸付事業では、生活に掛かる費用の貸付や、教育を受けるための費用等の貸付申請を

行います。 

●生活困窮者自立相談支援事業では、生活の困りごとや就業、住居等に関する相談窓口を設置し、

自立した生活が送れるよう、関係機関と協力しながら支援を行います。 

●生活困窮者等就労準備支援事業では、就労に向けた準備を支援します。 

 

 

  

具体的な取り組み 
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（３）虐待防止のための支援の強化 
取り組みの方向性 
 

地域福祉活動計画推進作業部会では、子どものＳＯＳが見えづらいことが課題として挙げられ

ており、子どもや高齢者、障がい者等への虐待やＤＶの未然防止に向けた啓発、異変を察知した

際の連絡体制についての周知の徹底が求められます。 

また、虐待の背景はそれぞれ複雑・多様化している傾向にあり、当事者を取り巻く環境を見守

ることで、虐待につながりそうな要因にいち早く対処していくことが重要です。 

虐待防止のための普及・啓発とともに、虐待を早期に発見する体制を整え、誰もが命や人権を

脅かされることのない地域社会の実現を目指します。 

 

 

活動方針  
①虐待の早期発見・未然防止 
高齢者や障がい者、子ども等に対する虐待の早期発見・未然防止をすすめる仕組みを整え、誰

もが命や人権を脅かされることのない地域社会をつくります。 

 

 

●関係機関との連携を強化し、 虐待の早期発見と困難事例への対応を図ります。 

●高齢者や障がい者、子ども等に対する虐待問題について、虐待に該当するケースや、虐待につ

ながりうるケースの周知・啓発を行います。 

 

 

  

具体的な取り組み 
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（４）防犯体制の充実 
取り組みの方向性 
 

支援が必要な人をはじめ、誰もが住み慣れた地域で安全で安心して生活を送るためには、日頃

の安全対策や防犯・防災対策等、町民の命を守る取り組みの充実が必要です。 

長与町では、平成 19年に「長与町犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」を制定し、犯罪

を未然に防ぐまちづくりに取り組んできました。しかし、全国的に振り込め詐欺などの悪質な犯

罪が後を絶たないなか、長与町においても窃盗犯等の犯罪が認知されています。 

地域における防犯体制の充実に向けて、引き続き、警察や防犯協会をはじめ、自治会や地区コ

ミュニティ等の関係機関・団体と連携し、町と地域が協力して犯罪の未然防止に努めます。 

 

 

活動方針  
①高齢者等見守り活動と福祉員制度の推進 
福祉員が行う高齢者等の見守り活動の推進を支援します。 

 

 

●高齢者を対象とした声かけ、見守り活動を行う福祉員の制度の普及や活動の支援を図ります。 

●福祉員定例会などを通して、防犯に関する情報を提供します。 

 

 

 

  

具体的な取り組み 
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（５）防災体制の充実 
取り組みの方向性 
 

地域福祉活動計画推進作業部会では、災害時に備えた日頃からの隣近所での支え合いが重要、

という意見が複数寄せられています。また、自治会や自主防災組織への町民参画を活発化するこ

とで、地域全体の防災意識の向上とともに世代間交流の促進につなげることが重要、という意見

がありました。 

災害発生時に備え、日頃より隣近所での顔の見える関係性づくりを図るとともに、町民の防災

意識の向上や関係機関との連携による避難支援体制の構築が必要です。 

 

 

活動方針  
①防災活動 
自然災害の発生に備えた活動をすすめます。 

 

 

●防災講話や災害時の炊き出し訓練等を行い、緊急時に備えた防災準備と町民の意識向上を推進

します。 

 

②災害ボランティアセンター 
災害時にボランティア活動が効果的に展開されるよう、災害ボランティアの受け入れ、コーディ

ネート等を行う災害ボランティアセンターの機能の拡充・強化を図ります。 

 

 

●町内のボランティア団体と連携しながら、災害ボランティアの育成や災害ボランティアセン

ターとしての体制の整備を行います。 

●災害時のボランティア活動を効果的・効率的に行うために、平常時から訓練等を実施し、町民

の防災・減災及びボランティア活動への意識向上を図ります。 

 

③避難行動要支援者支援制度の推進 
災害から命を守るための支え合いを推進します。 

 

 

●高齢者や障がい者等、災害時の避難行動に支援を必要とする人の「個別支援計画」が策定され

るよう、自治会、民生委員・児童委員、福祉員等と連携し、支援体制の整備を推進します。 

 

  

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 
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（６）権利擁護 
取り組みの方向性 
 

町民意識調査では、成年後見制度の認知度について、「名前は聞いたことがある」が最も高くなっ

ています。また、今後の成年後見制度の利用について、「利用したい」が 25.9％、「利用するつも

りはない」が 23.1％となっており、「利用するつもりはない」理由について、「制度の利用に不安

を感じるから」が３番目に高くなっています。 

地域福祉活動計画推進作業部会では、成年後見制度が町民にとって「距離がある制度と感じる」

という意見がありました。 

町民一人ひとりの権利が尊重される社会の実現に向けて、成年後見制度の周知や権利擁護のた

めの取り組みを推進していきます。 

 

 

活動方針  
①ながよ成年後見センターの運営 
地域において権利擁護支援が必要な人の早期発見に努め、相談から支援まで一体的に行う成年

後見センターを運営します。また、判断能力が低下した後も本人の思いを尊重した支援が行える

よう、関係機関と連携しながら権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を検討していきます。 

 

 

●通帳・印鑑・鍵預かり事業では、通帳や印鑑、鍵等の管理が不安な人や、お手伝いをする親族

が近くにいない人等に対し、それらを契約のもと保管します。 

●日常生活自立支援事業では、判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用支援や書類等

の預かり、日常の金銭管理を支援します。 

●中核機関

＊

として「広報」、「相談」、「成年後見制度利用促進」、「後見人支援」の機能を段階的に

整備し、成年後見制度の周知を図るとともに、制度の利用を促進します。 

＊

中核機関とは…成年後見制度の利用促進を図り、法律や福祉などの専門職を含めた地域連携ネッ

トワークの核となる機関である。 

●法人後見事業では、法人として後見人等を受任し、後見人等の担い手として、認知症高齢者、

知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な人を支えていきます。 

 

 

  

具体的な取り組み 



34 

 

資料編 

１ 長与町地域福祉計画推進委員会委員名簿 

 

順不同・敬称略 

役職 氏名 備考 

委員長 伊達 憲一 長与町コミュニティ地区連絡協議会 会長 

副委員長 山口 弘幸 鎮西学院大学 教授 

 川村 菊雄 長与町自治会長会 会長 

 中村 美穂 長与町自主防災組織連絡協議会 会長 

 林田  薫 長与町民生委員児童委員協議会 会長 

 相川 正敏 長与町身体障害者福祉協会 会長 

 夛田 慶子 長与町母子保健推進員協議会 会長 

 辻  博宣 長崎地区保護司会北３分区長与支部 支部長 

 帯田 由寿 長与町社会福祉協議会 事務局長 

 内田 政信 長与町老人クラブ連合会 会長 
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２ 用語解説 

 

ＮＰＯ 

Non-Profit Organization または Not-for-

Profit Organizationの略。営利目的ではなく

非営利な活動を行う団体、社会貢献活動や慈善

活動を行う団体で、ＮＰＯ法人とは、特定非営

利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行

うことを主たる目的とし、同法の定めるところ

により設立された法人。 

 

核家族 

夫婦とその結婚していない子どもだけの世帯、

夫婦のみの世帯、父親または母親とその結婚し

ていない子どもだけの世帯。 

 

協議体 

市町村が主体となり、コーディネーターと生活

支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、

定期的な情報共有、連携及び協働による資源開

発等を推進することを目的としたネットワー

クのこと。 

 

災害ボランティアセンター 

主に災害発生時、他地域からのボランティアと

被災者の調整等、ボランティア活動を効率よく

進めるための組織。 

 

サロン 

外出の機会が少ない高齢者や、子育て中の家族

等、同じ地域で暮らす住民同士が定期的に集い、

交流することで、地域の「憩いの場」となるこ

とを目指す場所。 

 

自主防災組織 

住民一人ひとりが「自らの命は自ら守る」、そ

して「自らの地域は自ら守る」という考え方に

立って、自主的に防災活動を行う組織で、初期

消火、救出・救護、集団避難、給水・給食等の

防災活動を行う団体（組織）のこと。 

 

社会資源 

人々のニーズを充足したり、問題解決の目的に

使われる各種の施設、制度、機関、知識や技術

などの物的、人的資源の総称。 

 

社会福祉法 

わが国における福祉サービスの基礎をなす法

律。社会福祉の目的や理念、原則等を盛り込み、

社会福祉事業の範囲や社会福祉協議会、福祉事

務所、社会福祉主事、社会福祉法人等、社会福

祉の基礎構造に関する規定とともに、市町村地

域福祉計画等の作成その他の地域福祉の推進

を図るための規定が定められている。 

 

社会福祉法人 

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福

祉法の定めるところにより設立された法人。社

会福祉事業の公共性から、その設立・運営に厳

格な規定が定められている。なお、社会福祉事

業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事

業に分けられる。 

 

小地域福祉活動 

福祉活動を有効にすすめられるエリア内での

関係者や当事者の組織化及び見守り活動やサ

ロン活動等の活動。 
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生活支援体制整備事業 

地域住民が主体となった生活支援・介護予防

サービスの充実を図るため、「生活支援コー

ディネーター」と「協議体」を設置し、地域で

の支えあいと住民主体のサービスの活性化を

図る事業。 

 

成年後見制度 

知的障がい、精神障がい、認知症等により、判

断能力が不十分な成年者を保護するための制

度。具体的には、判断能力が不十分な人につい

て契約の締結等を代わりに行う代理人等を選

任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を

締結した場合、それを取り消すことができるよ

うにするなど、これらの人を不利益から守る制

度。 

 

ＤＶ 

Domestic Violence（ドメスティック・バイオ

レンス）の略。配偶者や恋人など親密な関係に

ある、またはあった人から振るわれる暴力のこ

と。 

 

日常生活自立支援事業 

認知症の高齢者、知的障がいのある人、精神障

がいのある人等で、判断能力が不十分なため、

日常生活に困っている人が安心して自立した

地域生活が送れるよう、相談、福祉サービスの

利用援助及び日常的な金銭管理等を行うもの

で、契約締結後、生活支援員が生活支援計画に

基づき、定期的な支援を行う。 

 

認知症 

個人のそれまでに発達した知能が、脳の後天性

障がいにより持続的かつ比較的短期間のうち

に低下し、日常生活に支障をきたすようになる

こと。大きく、アルツハイマー型認知症、血管

性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認

知症に区別される。 

バリアフリー 

高齢者や障がいのある人などが生活していく

上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）

すること。物理的、社会的、制度的、心理的な

障壁、情報面での障壁など、すべての障壁を除

去する考え方。 

 

避難行動要支援者（名簿） 

高齢者、障がいのある人、乳幼児などの防災施

策において特に配慮を要する人（要配慮者）の

うち、災害発生時の避難などに特に支援を要す

る人。災害対策基本法では、避難行動要支援者

名簿の作成が市町村の義務とされ、個別避難計

画の作成が努力義務と規定されている。 

 

福祉員 

住民のなかから選出される小地域福祉活動の

推進者。本町では、高齢者の孤独死などの地域

課題に対応するために、自治会を中心に、声か

け、見守り活動等の高齢者支援を行っている。 

 

保護司 

社会奉仕の精神をもって、犯罪をした人の改善

及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため

世論の啓発に努める役割を担う人。保護観察所

と連携しながら、保護観察や釈放後のスムーズ

な社会復帰をすすめるための生活環境の調整、

犯罪予防活動などを行う。 

 

ボランティア 

個人の自発的な意思により、福祉等の事業活動

に参加し、社会貢献をする行為もしくはその活

動者。 

 

ボランティアセンター 

ボランティア活動に関する相談窓口、活動協

力・補助、活動拠点・作業場の提供、講演会・

ワークショップ開催、ボランティアネットワー

ク拠点としての活動等を行う組織。 
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民生委員・児童委員 

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大

臣が委嘱する。児童福祉法に定める児童委員も

兼ねている。地域住民の生活状態の把握、要援

助者の自立への相談援助・助言、社会福祉事業

者または社会福祉活動者との密接な連携・活動

支援、福祉事務所その他の関係行政機関の業務

への協力などを行う。 

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心し

て暮らせるように、子どもたちを見守り、子育

ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援

などを行う人。一部の児童委員は、児童に関す

ることを専門的に担当する「主任児童委員」の

指名を受けている。 

 

ユニバーサルデザイン 

障がいによりもたらされる障壁（バリア）に対

処するという考え方である「バリアフリー」に

対し、「ユニバーサルデザイン」はあらかじめ、

障がいの有無、年齢、性別、人種などに関わら

ず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活

環境をデザインするという考え方のこと。 
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